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関 係 府 省 申 合 せ  

 

１．国民生活の視点で行政サービスの生産性向上を図り、国民の満足度を高めるため業務

改革を進めていくに当たり、関係府省が情報交換、意見交換を行い連携を図るため、業

務改革推進協議会（以下、「協議会」という。）を開催する。 

 

２．協議会の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、

構成員を追加することができる。 

 

議長     内閣官房行政改革推進室長 

副議長    総務省行政管理局長  

構成員     内閣官房内閣審議官 

       内閣官房行政改革推進室次長 

内閣法制局総務主幹 

内閣府大臣官房政策評価審議官 

内閣府公共サービス改革推進室長 

宮内庁長官官房審議官 

公正取引委員会事務総局官房総括審議官 

警察庁長官官房政策評価審議官 

金融庁総務企画局総括審議官 

総務省大臣官房政策評価審議官 

総務省大臣官房審議官（行政評価局担当） 

法務省大臣官房審議官 

外務省大臣官房審議官  

財務省大臣官房政策評価審議官 

文部科学省大臣官房政策評価審議官 

厚生労働省大臣官房政策評価審議官 

農林水産省大臣官房政策評価審議官 

経済産業省大臣官房政策評価審議官 

国土交通省大臣官房政策評価審議官 

環境省大臣官房審議官 

防衛省大臣官房審議官 

 

オブザーバー 会計検査院事務総長官房審議官 

       人事院事務総局審議官 

 

３．協議会の下に必要に応じ幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議

長の指名する官職にある者とする。 

 

４．議長は、必要に応じ、有識者、構成員以外の関係行政機関の職員その他の関係者の出

席を求めることができる。 

 

５．協議会（幹事会を含む。）の庶務は、総務省の協力を得て、内閣官房において処理す

る。 


